
 

  女性活躍推進法ノ 

 

 

一般事業主行動計画 

 

 女性の管理職（課長職以上）を増やし、女性が活躍できる雇用環境の整備を行うた

め、次の行動計画を策定する。 

 

 

〇計画期間 令和３年４月１日 ～ 令和８年３月３１日 

 

 

〇目標 

 

 目標 ： 管理職の職位に占める女性職員の割合を０％から１５％以上にする。  

 

 

〇取組内容・実施時期 

 

 取組内容 ： 管理職ポストの全体数を増やし、女性管理職を設置する。 

 

  令和３年 ４月 ～ 組織としてどこに管理職を設置できるか検討する。 

 

  令和３年１０月 ～ 自己申告票等で、管理職希望者を把握する。 

  

  令和４年１０月 ～ 女性管理職の設置を具体化する。  

 

  令和５年 ４月 ～ 女性管理職の設置（予定） 


